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都市計画道路の整備効果等について 
 
 
１ 道路における整備効果の考え方 

  道路整備に伴う効果としては、国土交通省の「費用便益分析マニュアル」によると、十分な精度

で計測が可能でかつ金銭表現が可能な、次の３項目について便益を算出することとなっています。 

① 走行時間短縮便益 

交通混雑緩和などによる走行時間の短縮効果 

② 走行経費減少便益 

燃費の向上、タイヤ損耗の減少などによる走行経費の節減効果 

③ 交通事故減少便益 

  交通事故による社会的損失の減少効果 

※「費用便益分析マニュアル」（平成 15 年 8 月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局）より 

  

 

 

２ 環状２号線の整備効果について                    （延長：24.5ｋｍ） 

  平成１３年に開通した環状２号線については、環状２号線が無い場合とある場合について、市域

全体への影響を勘案し、整備効果として「走行時間短縮便益」、「走行経費減少便益」、「交通事故減

少便益」の３項目を算出しています。それらの便益の総額は、８９２億円/年となっています。 
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（単位：億円/年） 

 走行時間短縮 

便益 

走行経費減少 

便益 

交通事故減少 

便益 

合  計 

便益額 ８５１ ３７ ４ ８９２

                               総事業費 ４，６００億円※

※ 整備期間が長期に亘るため、総事業費は供用時現在の価値に換算しています。 

 

 

 
◆一部区間供用による整備効果事例① 

◆全線供用による整備効果事例 

３ 環状４号線（下飯田地区）の整備効果について             （延長：2.1ｋｍ） 

  平成１８年に開通した環状４号線（下飯田地区）については、 

① 和泉坂上から深谷までの移動時間は、１９分から１２分へと７分短縮 

② 下和泉住宅周辺の生活道路を通過していた交通量が４５％減少 

③ バスの定時性の向上 

などの整備効果があり、供用前と供用後について、「走行時間短縮便益」、「走行経費減少便益」、「交

通事故減少便益」の３項目の便益を算出しています。それらの便益の総額は、１５．７億円/年と

なっています。 

（単位：億円/年） 

 走行時間短縮 

便益 

走行経費減少 

便益 

交通事故減少 

便益 

合  計 

便益額 １４．４※ ０．９ ０．４ １５．７

事業費  ８４億円 

※ 環状４号線（下飯田地区）のパンフレットの経済効果は、かまくら道の渋滞解消による効果６億円のみを記載しています。  

 



 

 

 

 

４ 横浜厚木線（本村・四季美台地区）の整備効果について        （延長：1.29ｋｍ） 

  平成１６年に４車線に拡幅し供用を開始した横浜厚木線（本村・四季美台地区）については、こ

の区間の４車線化により平均旅行速度が、１４．３km/hから２０．９km/hへと６．６km/h向上

し、これらの整備効果を、供用前と供用後について、「走行時間短縮便益」、「走行経費減少便益」、

「交通事故減少便益」の３項目で算出しています。便益の総額は、２０．５億円/年となっていま

す。 
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（単位：億円/年） 

 走行時間短縮 

便益 

走行経費減少 

便益 

交通事故減少 

便益 

合  計 

便益額 １９．８ ０．６ ０．１ ２０．５

                                  事業費  ８８億円 

 

 

 

５ 環状２号線屏風ヶ浦バイパスの整備効果について           （延長：1.22ｋｍ） 

  平成１７年に開通した環状２号線屏風ヶ浦バイパスについては、 

① 屏風ヶ浦駅前付近の日交通量が、３６，７００台から２３，７００台へ３５％減少 

② 屏風ヶ浦駅前交差点で、供用前に新横浜方向に１，３００ｍあった渋滞が解消 

③ 汐見台団地内の生活道路を抜け道としていた交通量が２１％減少 

などの整備効果があり、供用前と供用後について、環状２号線本線交差点の渋滞解消による「走行

時間短縮便益」を算出したところ、２６億円/年となっています。 

（単位：億円/年） 

 走行時間短縮 

便益 

走行経費減少 

便益 

交通事故減少 

便益 

合  計 

便益額 ２６ ― ― ２６

                                 事業費  ２１０億円 

 

 

 

◆一部区間供用による整備効果事例② 

◆バイパスの供用による整備効果事例 

◆交差点改良による整備効果事例 

６ 環状４号線三信住宅入口交差点改良事業の整備効果について      （延長：0.18ｋｍ） 

  平成１９年に完成した環状４号線三信住宅入口交差点改良事業では、環状４号線に右折レーンを

設置し、交差する市道朝比奈第２５７号線に右左折レーンを設置したことにより、交通の円滑化が

図られ交差点の渋滞が緩和されました。１日あたりの交通量は約２３，０００台で、交差点通過時

間は平均で１５秒短縮され、この「走行時間短縮便益」は、１．６億円/年となっています。 

 

（単位：億円/年） 

 走行時間短縮 

便益 

走行経費減少 

便益 

交通事故減少 

便益 

合  計 

便益額 １．６ ― ― １．６

                               事業費  ３．１億円 












